
四日市市告示第  １８  号  

指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関の指定について（昭和 39

年４月１日告示第 52号）の一部を次のように改正し、平成３０年４月１日から施行

する。  

  平成３０年  １月２３日  

                      四日市市長   森   智  広  

 

改正後 改正前 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２３５条第２項、地方自治法施行令（昭

和２２年政令第１６号）第１６８条第２

項、第３項及び第４項並びに地方自治法

施行令の一部を改正する政令（昭和３８

年政令第３０６号）附則第４条の規定に

よる指定金融機関、指定代理金融機関及

び収納代理金融機関は次のとおりとす

る。 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２３５条第２項、地方自治法施行令（昭

和２２年政令第１６号）第１６８条第２

項、第３項及び第４項並びに地方自治法

施行令の一部を改正する政令（昭和３８

年政令第３０６号）附則第４条の規定に

よる指定金融機関、指定代理金融機関及

び収納代理金融機関は次のとおりとす

る。 

四日市市金庫事務取扱規程（昭和１３年

四日市市告示第１６号）は、廃止する。 

四日市市金庫事務取扱規程（昭和１３年

四日市市告示第１６号）は、廃止する。 

（１） 指定金融機関 （１） 指定金融機関 

株式会社三重銀行 株式会社三重銀行 

（２） 指定代理金融機関 （２） 指定代理金融機関 

株式会社百五銀行 株式会社百五銀行 

株式会社三菱UFJ銀行 株式会社三菱東京UFJ銀行 

北伊勢上野信用金庫 北伊勢上野信用金庫 

株式会社第三銀行 株式会社第三銀行 

（３） （略） （３） （略） 

 

（会計管理室） 


